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日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 
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★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

タイ産品の輸入違反事例                         （2018年4月中旬） 
日付 品名 違反内容 基準 検査の種類 参考 

4/19 その他の果汁

入り飲料 

使用基準不適合（ピロ亜硫酸ナトリウム

（二酸化硫黄として） 0.031 g/kg 検出） 

0.030 g/kg 自主検査 No.315 
/Q.286 

 

★ RASFFマンスリーレポート 

EU におけるタイ産食品の違反情報                         （2018年4月中旬） 

日付 届出国 届出理由 通知タイプ・参考 

4/19 オランダ 犬用ガム (dog chews)より、サルモネラ菌 (Salmonella) (陽性

/25g)の検出 

“border rejection” 

No.128/Q.185 
 

★FDA FSMAにおける小規模事業者ガイドライン（ドラフト）について 
米国食品安全強化法（FSMA）において小規模事業者は、事業内容及び取扱製品のリスクが低い場合に限り、Title21

の Part117(ヒト向食品)及び Part507(動物用飼料)における予防的管理の要求事項(preventive controls 

requirement)が免除されます。更に Part117及び 507の適用期限が、中・大規模事業者よりも余裕が与えられる予

定です。これに関して、米国食品医薬品局(FDA)は小規模事業者の定義と、その確認方法に関するドラフトガイド

ラインを 2018年 3月に公開しました。詳細は下記 URLをご参照ください。 
 

Draft Guidance for Industry: Determining the Number of Employees for Purposes of the “Small Business” 

Definition in Parts 117 and 507 (FDA): 
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm600745.htm?u
tm_campaign=FSMA%20Update%20-%20FDA%20Helps%20Businesses%20Determine%20Their%20Size%20
Under%20FSMA%20Preventive%20Controls%20Regulations&utm_medium=email&utm_source=Eloqua  
 

★農林水産省 飼料の安全関連及び動物医薬品情報の更新について 
農水省では本邦における飼料及び動物医薬品の安全性等の取組みについて、リーフレットやガイドライン等で情報

を公開及び解説を行っています。それらのウェブサイトが 2018年 4月 24日に更新されました。更新された項目は

下記のとおりです。 

飼料の安全関連 動物医薬品 

飼料の安全と品質確保（飼料安全法の概要など） 

飼料添加物「硫酸コリスチン」の指定取消しについて 

飼料添加物指定の手引き 

Handbook of Feed Additive Designation 

BSEに関する規制 

鶏の害虫駆除剤の適正使用に関するリーフレット 

獣医師が診療で例外的に使用する場合であっても、家畜

等対象動物に使用してはならない医薬品成分 

評価済み成分一覧 

動物用医薬品販売業の概要について 

動物用医薬品輸入確認願 
 

詳細は下記 URLをご参照ください。 

飼料の安全関係（農水省）：http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/index.html  

動物用医薬品（農水省）：http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html  
 

★Codex委員会 動物用医薬品の食品中残留基準の設定検討について 
2018年 4月シカゴで行われた残留動物用医薬品部会において、Codex委員会は動物用医薬品の食品中の残留基準案

を検討しています。議題の対照としてあげられている対象薬品と食品は、ジパテロール塩酸（牛の脂肪、腎臓、肝

臓、筋肉）、アンキモシシリン（魚のフィレ、筋肉）、アンピシリン（魚のフィレ、筋肉）、フルメトリン（蜂蜜）、

ルフェルノン（サーモンとマスのフィレ）、モネパンテル（牛の脂肪、腎臓、肝臓、筋肉）です。 

詳細は下記 URLをご参照ください。 
 

Codex committee deliberates limits to set on veterinary drugs in foods (FAO): 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1119333/  
 

※次号のOMIC Food Safety Newsletter No.455の発行は、5月25日とさせて頂きます。 
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